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生活保護制度を良くする会 

ニュース   
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 新・人間裁判の第８回口頭弁論での、大高

冨美雄さん（５９才・札幌市東区）の陳述で

す。 

 東区の大高冨実雄といいま

す。59歳で、1人暮らしです。

大学を出た後、父の薦めもあり、

子どものころから習っていた

サックスで身を立てようと決意

し、海外で音楽活動をして働いていました。 

２９歳の時に母が亡くなり、その翌年に後

を追うように父も亡くなりました。私は、一

人っ子だったこともあって、いったん帰国は

したものの、また渡米し、今までの音楽活動

を続けていました。 

３４才の時に帰国し、大学で専攻していた

設計事務所での仕事を１０年ほどしていまし

たが、生活に疲れて、札幌東区に移住してき

ました。 

４５歳の時、地下鉄のホームで転倒してし

まい、危うくホームに転落しそうになったと

ころを周りの人たちに助けられました。 

数か月前から軽いめまいがあったのですが、

あまり気にせず過ごしており、休めば治るだ

ろうと２日くらい休んでいましたが、治らな

かったために、病院に受診したところ、メニ

エル病と診断され、以後入退院を繰り返して

きました。 

結局、仕事が出来なくなり、相談する人も

おらず、13 年前に一人で区役所に行き、生

活保護を受けるようになりました。 

その後、精神的な病気にもなり、現在、泌

尿器科、耳鼻科、頭痛外来など 6 カ所の病院

に通っています。 

 生活保護制度で保障されている最低限度の

生活とは、憲法 25 条で保障されている「健

康で文化的な最低限度の生活」のはずです。

たんに“最低限の衣食住が保障された生活”

ではないでしょうか。 

 いま私にとっては、健康の回復が最も大事 

 

です。そのため、なによりも重要なのは食生

活ですが、栄養面からみて、とても十分では

ありません。病気で一人暮らしの私には、ス

ーパーなどで食材を買ってきて、料理をする

ということはとても出来ません。そのため、

どうしても、出来あいの惣菜を近くのコンビ

ニで買うことが多くなります。食事をもっと

改善することが必要ですが、その余裕もあり

ません。 

 住宅の条件が悪いことも私にとっては深刻

です。生活保護では、家賃の制約があり、断

熱の悪い古いアパートが一般的です。私の部

屋は、１階が車庫の角部屋で、冬は信じられ

ないくらい寒く、夜は水道が凍らないよう毎

日水落としをしなければなりません。もし、

凍結させてしてしまったら１回２万円ほどの

費用がかかってしまいます。部屋には、ＦＦ

の石油ストーブがついているのですが、それ

だけでは足りず、ファンヒーターを買って使

用していますが、２台で温めなければ普通に

生活することはできません。冬季加算の大幅

引き下げで、節約しながら寒さに震えて暮ら

しています。部屋にはユニットバスがありま

すが、ひんぱんに風呂に入ればガス代が高く

なるので、やはり節約しています。 

夏はとくに汗をかくので、病院に行く時ぐ

らいは身体をきれいにしたいのですが、それ

もままなりません。ですから週２回、多い時

で３回のシャワーの使用をしています。 

私たちが人間らしい生活をしていくには、

衣食住だけが保障されればいいわけではあり

ません。文化的な要求だって当然あります。 

私は、子どものころから本や音楽、映画な

どが好きでした。今でも本や音楽、映画を楽

しみたいという気持ちがあります。しかし、

いまの保護費では、こうしたことにお金をか

けるのは、たいへんです。買える本は中古で

すが、リサイクルショップの本は限られてい

ます。音楽もコンサートなどで、生の音楽を 
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聞くには、最低１回、5,000 円位はかかりま

す。でも音楽もコンサートやライブショーに 

いって、生の音楽を聞きたいといつも思いま

す。 

大学を卒業して以来、自分好きな音楽で身

を立ててきたのですから、せめて楽器を買っ

て、自分で音楽の演奏するこが出来たらどん

な良いか、と思っていますが、今は、夢みた

いな話です。でもこれは私にとって「健康で

文化的な最低限度の生活｣と言うことにはな

らないのでしようか。 

それが出来ない今は、せめて月に一回ぐら

い映画も見たいのですが、これだって 1,500

円位かかります。たまには旅行だって行きた

いと思っています。 

このようなことは、いまの日本ではごく普

通ですが、生活保護受給者には許されないの

でしょうか。いまの私にはレンタルショップ

でＤＶＤやＣＤを借りるので精一杯です。 

人間らしい生活には、人との交流も絶対必

要です。私には家族はいませんが、友だちは

います。友だちとも、普通のつきあいはした

いとは思いますが、それもできません。友だ

ちからの誘いと思われる電話がきても、わざ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と電話にでないことがあります。本当は友だ

ちと楽しい時間を過ごしたいのですが、友だ

ちと会えば、お金がかかります。かりに

1,000 円でも余裕はありません。このように、

最低限の人とのつきあいさえ制約され、しだ

いに孤立してしまうのです。 

以上のように私の生活は、とても「健康で

文化的な最低限度の生活」とはほど遠いもの

です。じつは、生活保護基準が引下げられる

前から、すでにそうでした。それがこの 3 年

間の基準引下げでいっそう深刻になっている

のが現状です。 

私たちは、決してぜいたくなことを求めて

いるわけではありません。同時に、たんに“生

きていくための最低限度の衣食住を保障され

た生活”だけでいいとは思いません。私たち

が求めているのは、あくまでも憲法 25 条で

保障されている「健康で文化的な最低限度の

生活」です。 

最後に、裁判官が生活保護受給者の生活実態

を十分に理解され、生活保護基準の引下げの

不当性を認める判断を下されるよう強くお願

いします。 

 

    

   


